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●酒酔い運転
罰則 ５年以下の懲役または１００万円以下の罰金

違反点 ３５点→免許取消し【欠格期間３年】
●酒気帯び運転
罰則 ３年以下の懲役または５０万円以下の罰金
違反点 ２５点

（呼気１リットル中のアルコール濃度０．２５㎎以上）

→免許取消し【欠格期間２年以上】
１３点

（呼気１リットル中のアルコール濃度０．１５㎎以上０．２５㎎未満）

→免許停止【停止期間９０日以上】

就業先から懲戒解雇を受ける･･･
免許もなくなる･･･
家族の信頼を無くして、家庭崩壊
仕事、家庭の全てを失い
社会的にも制裁を受けます。

もしも交通事故を起こせば・・・・
自分だけではなく

他人の人生をも狂わせ、一生その罪を背負い
生きていくことになります。

１杯しか飲んでいないから大丈夫
すぐ近くだからバレないだろう
お酒には強い方だから問題ない

飲酒運転する人に車両を提供、酒を提供、飲酒運転車両に乗ることも同罪、厳罰

先日、札幌市において飲酒運転に伴う交通事故が発生し、尊い命が奪われています。
自分の家族や大切な人が、突然、飲酒運転の車のせいで事故に遭ったら、どう思いますか？
それでも飲酒運転をしますか？
飲酒運転は、飲酒運転をした本人はもちろん、多くの人を不幸にし、人生を狂わせてしまうのです。

※過去の違反前歴

等により異なる場

合があります


